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定款一部変更 

 

 

現  行 変更案 

（法人の構成員） 

第５条 本会の会員は、正会員及び準会員と

し、正会員をもって一般社団法人及び一般

財団法人法（以下「法人法」という。）上

の社員とする。 

２  正会員は、本会の目的に賛同して入会す

る法人及びこれらの者を構成員とする団

体とする。 

３  準会員は、本会のコンタクトセンター推

進協議会の目的に賛同して入会する法人

及びこれらの者を構成員とする団体並び

に個人とする。 

（法人の構成員） 

第５条 本会の会員は、正会員及び準会員と

し、正会員をもって一般社団法人及び一般

財団法人法（以下「法人法」という。）上

の社員とする。 

２  正会員は、本会の目的に賛同して入会す

る法人及びこれらの者を構成員とする団

体とする。 

３  準会員は、本会のカスタマーサポート部

門の目的に賛同して入会する法人及びこ

れらの者を構成員とする団体並びに個人

とする。 

附 則 

平成２５年４月１日 公益社団法人移行に伴

い施行 

附 則 

平成２５年４月１日 公益社団法人移行に伴

い施行 

平成２５年６月２０日 施行 平成２５年６月２０日 施行 

平成２７年６月２３日 施行 平成２７年６月２３日 施行 

平成２８年６月２１日 施行 平成２８年６月２１日 施行 

平成３０年１月１日 施行 

＜新設＞ 

平成３０年１月１日 施行 

令和元年６月１８日施行 

 

以 上 

 


